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1 ．はじめに
　本研究の課題は，末子に 6歳未満の子供を
持つ就業世帯について，夫妻世帯及び母子世
帯に絞って，その時間貧困の実態の一端を
「社会生活基本調査」ミクロデータによって
明らかにすることである。その際，有償及び
無償労働の合計時間である全労働時間を就業
世帯で計測し，長時間労働と見なしうる絶対
的基準を設定し，この基準以上の世帯を時間
貧困世帯として，その規模や経年変化を考察
する。
　日本の長時間労働，特に男性正社員のそれ
は常態化したままである。総務省統計局
（2019）によれば，2018年における男性正社員
の月末 1週間の就業時間は平均 45.9時間だ

が，49時間以上の割合は28.0％，60時間以上
の割合は11.2％である。同じ対象の女性では，
平均40.8時間，49時間以上の割合は8.9％，60

時間以上の割合は 2.8％である。女性正社員
の労働時間は男性よりは短いが，正社員の大
多数が男性で長時間労働，非正規社員の大多
数が女性で短時間労働であり，そして多くの
女性が家事・育児などの無償労働を引き受け
ているという，有償・無償労働時間における
ジェンダー問題が日本社会の構造としてある
（水野谷  2005，2017a）。1987年の労働基準法
改正で法定労働時間が原則，週40時間，1日
8時間と定められて 30年以上経とうとして
いるが，多数の労働者における実際の労働時
間はその水準に達しないままであり，法定労
働時間の形骸化が長く続いている。2018年に
成立した「働き方改革関連法」が労使協定に
よる時間外労働の上限規制を月 45時間，年
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乳幼児を持つ夫妻及び母子世帯の時間貧困

要旨
　本研究の課題は，末子に 6歳未満の子供を持ち，就業する夫妻及び母子世帯の母
親における時間貧困の実態を2001年と2011年の「社会生活基本調査」ミクロデータ
によって明らかにすることである。時間貧困の指標としては，平日 1日の有償労働
と無償労働の合計時間である全労働時間を用い，全労働時間が12時間を超える場合
に時間貧困と定義する。時間貧困に該当する割合，該当する夫と妻及び母子世帯の
母親の生活時間配分，時間貧困と世帯収入との関係を分析した。その結果，夫妻同
時の時間貧困率は12％，夫か妻のどちらかが時間貧困である場合まで広げるとそれ
は54％にもなることがわかった。母子世帯では 8割超が低収入であることに加え
て，母親全体の28％が時間貧困であった。これらの時間貧困率は2001年と2011年
の 2時点間でみても改善されていない。時間貧困定義の多面的な検討や対象とする
就業世帯の拡張は今後の研究課題である。
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360時間と定めたものの，「当該事業場におけ
る通常予見することのできない業務量の大幅
な増加等」がある場合には，月 100時間未満
にできるとした（労働基準法第 36条第 5項）。
時間外労働が月100時間と言えば，過労死が
労災として認定される，いわゆる「過労死ラ
イン」に匹敵する水準である。この他にも裁
量労働制の適用範囲の拡大，「高度プロ
フェッショナル制度」の導入をふくめ，「働き
方改革関連法」によって法定労働時間の形骸
化が解消されるとは言えないだろう。
　長時間労働による深刻な帰結として過労
死・過労自殺問題がある。厚生労働省補償課
（2019）によると，2018年度に過労による脳・
心臓疾患等で死亡に至ったとして労災が請求
された件数は254件，そのうち労災認定され
た件数は82件である。また，2018年度に過労
による精神障害によって自殺に至ったとして
労災が請求された件数は200件，そのうち労
災認定された件数は76件である。労災認定さ
れた過労死・過労自殺件数はここ 10年ぐら
い上下しているものの，減少傾向にあるとは
言えず，横ばいである。また，過労死・過労
自殺の労災認定件数は，あくまでも労災申請
し認定された件数であり，その背後には，労
災が認定されなかったり，労災の申請をそも
そも断念したり，死亡や自死には至らずとも
過労によって重大な疾患や精神障害に苦しん
でいる多くの人々が存在することを忘れては
ならない。
　日本の長時間労働は，過労死・過労自殺に
至らなくても，働く者の仕事に関連する時間
を肥大化させ，それ以外の活動に費やす時間
や活動の種類・内容を貧弱にしてしまう。さ
らに，配偶者や子供と暮す場合には，本人の
時間だけでなく，世帯員の時間にも影響を与
えるので，世帯の視点が重要である。典型的
には，夫の長時間労働のために，世帯の家
事・育児の多くを引き受ける妻であり，就労
している場合には仕事と家事・育児を二重に

負担する妻であり，就労する母子世帯の母親
にとってはさらに厳しい二重負担という構図
である。夫妻あるいは母子世帯の母親が時間
に追われて余裕のない生活を送る，いわば時
間貧困とも言える状態が常態化していること
が懸念される。
　働く者の時間貧困の状況を統計で把握する
ことは，長時間労働の実態を理解し改善する
基礎資料として必要不可欠であり，それには
時間貧困を生活時間統計によって測定するア
プローチが有効である。しかし，そのような
研究が日本では十分に蓄積されているとは言
えない。特に，筆者が重視する世帯視点の研
究が少ない。
　そこで本研究では，母子世帯を含む，就業
世帯に注目し，その中でも特に子育てに多く
の時間を費やす必要がある乳幼児（6歳未満）
を末子に持つ核家族世帯を取り上げ，生活時
間統計を用いて，時間貧困世帯を割り出し，
そのような世帯における世帯員の 1日の生活
時間配分の特徴を考察する。ここで乳幼児を
末子に持つ世帯に絞るのは，子育てと就業の
時間確保において最も厳しい状況に直面して
いる家族類型を取り上げることが，この時間
貧困の研究において優先されると考えたから
である。
　以下では，生活時間統計を利用した時間貧
困に関する先行研究を検討した後に，本研究
の分析方法を説明し，独自に作成した集計表
にもとづいて考察する。

2 ．時間貧困研究に関する先行研究
　管見では，生活時間統計を利用して時間貧
困を測定しようとする研究の系譜には大きく
3つある。1つは，所得を主要な指標として
きた多くの貧困測定に対し，貧困概念を多面
的に考察する試みとして，所得と時間の両面
から貧困を捉えようとした研究である。この
研究では米国のデータを使ったVickery（1977）
が先駆的であり，この研究のモデルを継承す
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る形で，Douthitt（2000）が米国で，Harvey and 

Mukhopadhyay（2007）がカナダで時間貧困を
測定した。 2つ目は，Schor（1991）やHoch-

schild（1997）によって指摘された有償労働の
長時間化や特に女性による有償・無償労働の
二重負担化を背景に，就業する世帯の忙しさ
やワークライフバランスの確保の難しさが時
間貧困（time poverty, time poor），「時間圧力」
（time pressure, time squeeze, time crunch），
「時間飢饉」（time famine），「時間剥奪」（time 

deprivation）という言葉で表現され，この状況
を生活時間統計で測定しようとする研究が出
てきた。この研究では時間貧困の指標として
自由時間1）の相対的な短さに注目し，Kalenko-

ski et al .（2011），Kalenkoski and Hamrick

（2013），Zilanawala（2016）が米国，Merz and 

Rathjen（2014），Rathjen（2015）がドイツ，Bur-

chardt（2008）が英国，McGinnity and Russell

（2007）がアイルランド，Bittman（2004）が
オーストラリアで測定した。3つ目は，主に
途上国を対象とした研究で，インフラ未整備
等に伴って生存に必要な諸労働（例えば水く
みや薪拾い）に長い時間を費やさざるを得な
いことに加えて，家事・育児・介護といった
世帯に必要な労働全般を担っているのが主に
女性であり，これがジェンダー問題とともに
時間貧困をもたらすと捉えている。Bardasi 

and Wodon（2006）がギニア，Lawson（2007）が
レソト，Hirway（2010）がインド，Antonopouls 

et. al.（2017）がアルゼンチンのブエノスアイ
レス，Srivastava and Floro（2017）が南アフリ
カ，Zacharias et al.（2018）がガーナとタンザニ
アで時間貧困を測定した。なお時間貧困の測
定とは直接関わらないが，中山（2014）は教育
学的側面から，途上国において市民が時間貧
困問題を認識するために，生活時間統計の活
用の重要性を説いている。
　日本では「社会生活基本調査」を使って，家
事及び有償労働時間と所得の関係をみようと
した品田（2012）の研究が初期にあり，その後

に，Vickery（1977）の枠組みを日本に応用した
石川・浦川（2014，2018），浦川（2016，2017）
が存在するだけである。また，特に母子世帯
については，母親が仕事と育児で時間に追わ
れている状況を田宮・四方（2007）及び大石
（2015，2019）が指摘した。日本における時間
貧困の研究は少ないと言えるが，石川・浦川
や大石の研究を到達点と見なすことができる。

3 ． 先行研究における時間貧困の測定方法と
その問題点

　時間貧困研究において鍵となるのは，生活
時間統計を使ってどのように貧困を測定する
か，より具体的には時間貧困線をどのように
引くかである。時間貧困の定義には大きく2

つ，絶対的尺度と相対的尺度がある。ある活
動時間に注目して時間貧困と見なされる水準
を絶対的尺度で決めるか，相対的尺度で決め
るかの違いである。
　絶対的尺度の 1つは，ある属性を持つ対象
者にとって最低限必要と見なされる生理的活
動，無償及び有償労働，余暇活動の水準を理
念的に設定し，対象者の実際の活動時間がそ
れを下回った場合に時間貧困とみなす（Vick-

ery 1977, Douthitt 2000, Harvey and Mukho-

padhyay 2007, Zacharias et al. 2018）。もう 1つ
は，ある属性を持つ対象者の有償労働時間と
無償労働時間を合計した全労働時間に長時間
とみなしうる一定の水準を設け，対象者の実
際の全労働時間がその水準を超える場合に時
間貧困とみなすやり方である（Bardasi and 

Wodon 2006, Hirway 2010, Antonopouls et. al. 

2017, Srivastava and Floro 2017）。
　相対的尺度の 1つは，自由に使える余暇活
動の時間が乏しい場合を時間貧困と考え，そ
の水準を相対的に決めるやり方である。具体
的には，ある対象者集団の自由時間の中位数
の例えば0.6倍で線引きし，それ以下の対象
者を時間貧困とみなす（Bittman 2004, McGin-

nity and Russell 2007, Burchardt 2008, Kalen-
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koski et al. 2011, Kalenkoski and Hamrick 2013, 

Merz and Rathjen 2014, Rathjen 2015, Zilanawa-

la 2016）。もう 1つは，上述した全労働時間に
ついて，ある対象者集団の中位数の1.5倍で
線引きし，それ以上の対象者を時間貧困とみ
なす（Lawson 2007）。
　絶対的尺度と相対的尺度にはそれぞれ長短
所があり注意が必要であるが（Williams et al. 

2016, Rosales－Salas 2019），ここでは日本の先
行研究の到達点と目される石川・浦川の先行
研究とそれが依拠しているVickery（1977）の
測定方法を検討する。
　Vickery（1977）の測定方法を要約すれば，
①最低限必要と見なされる基礎的活動時間
（生理的活動及び自由活動の時間）の理論値，
②最低限必要と見なされる家事時間の理論値，
③実際に費やした有償労働時間を週単位で計
算し，④①～③の合計値を 1週間＝168時間
から差し引いた値がマイナスのときには時間
貧困であると判断する。①と②は固定値なの
で，③が長くなると時間貧困になるという意
味である。
　石川・浦川の先行研究では，Vickery（1977）
の測定方法に依拠しつつも，Vickery（1977）が
米国生活時間調査の個人単位のデータを使っ
たのに対して，「社会生活基本調査」の世帯単
位のデータを採用した。石川・浦川の先行研
究では，①と②の理論値には，世帯類型（例
えば単身世帯，夫妻と子供世帯など）ごとに
生活時間調査結果からとった平均時間を当て
はめている。つまり，①～③までを世帯単位，
例えば夫と妻と子供の世帯であれば，①～③
について夫と妻で計算したものを合計し，こ
れを夫妻の週合計時間である336時間（168＋
168）から差し引くことによって，夫妻が費や
す有償及び無償労働時間の偏在も考慮に入れ
た時間貧困を明らかにできるとした。
　石川・浦川の先行研究は，世帯における各
世帯員の影響を捉えられる世帯単位を測定に
採用した点で優れていると言えるが，夫妻合

計時間では，夫と妻の有償及び無償労働時間
の不均衡が見えなくなってしまう。さらに，
①と②の理論値は世帯類型別の「平均時間」
を生活時間調査から求めているが，「最低限
必要と見なされる生理的時間及び無償労働時
間」として「平均」時間がふさわしいのかは疑
問である。

4 ．本研究の測定方法
　石川・浦川の研究は，時間貧困線を引くた
めに，最低限必要な基礎的活動時間や家事時
間を求めようとしているが，「最低限」の決め
方は容易ではなく，ましてやそれに属性別の
「平均時間」を適用できる根拠は非常に薄い
と言わざるを得ない。そこで本研究では，時
間貧困の指標としては，平日 1日の有償労働
と無償労働の合計時間を全労働時間2）とし，
全労働時間が 12時間を超える場合に時間貧
困と定義する。「12時間」という水準は，労働
基準法の法定労働時間である週 40時間に照
らして，1日 8時間，週 5日労働を想定する
と，1日の時間外労働が 4時間，1ヶ月換算
（月20日労働）で80時間の時間外労働である。
これは業務上の過労が原因で死亡したり精神
障害を引き起こして自殺した場合に労災とし
て認められる基準，いわゆる「過労死ライン」
に相当する時間外労働である。有償か無償か
にかかわらず，同じ「労働」という観点におい
て全労働時間が「過労死ライン」にも相当す
る12時間を超えるならば，過重労働に陥ると
ともに，それ以外の活動，つまり生理的活動
や様々な余暇活動に振り向けられる時間は乏
しくなると判断し，本研究ではこれを時間貧
困と定義する。先行研究で述べたように，時
間貧困の測定には絶対的尺度と相対的尺度が
あった。長時間労働問題が依然として続いて
いる日本の状況においては，健康で文化的な
生活が阻害されうるような絶対的な基準をま
ずは設定して，分析することが必要である。
とはいえ，これは 1つの基準に過ぎない。そ
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の意味で本研究は，本格的な時間貧困の測定
を今後展開する上での序論にあたるものであ
る。
　また，本研究では，乳幼児を末子に持つ核
家族世帯のうち，夫妻世帯と母子世帯を研究
対象とする。世帯単位で生活時間を捉える重
要性は前述した通りだが，世帯の家族類型の
中でも時間貧困問題が顕在化している世帯，
特に就業と育児・家事とのやりくりで困難に
直面していると思われる，乳幼児を末子に持
つ夫妻世帯と母子世帯を分析する。その際，
石川・浦川の研究では世帯の合計時間をみる
ことによって夫と妻の時間配分がわからな
かった点を改善し，本研究では，夫と妻の生
活時間をクロス集計して，生活時間配分にお
ける夫妻の関係についても考察する。さらに，
本研究では世帯内の有償労働と無償労働のバ
ランスに注目したいので，上記の世帯のうち，
就業する世帯（夫妻世帯については夫妻のい
ずれかが就業）に対象を限定する。
　使用するデータは，2001年及び 2011年の
総務省統計局「社会生活基本調査」（調査票A）
の調査票情報3）で，生活時間データとしては
「平日」（月～金曜）を使用する。「社会生活基
本調査」の「調査票A」では調査回答者は，調
査実施者によって指定された連続 2日間につ
いて，予め 20に分類された生活行動から 15

分毎に行動を選んで回答する。本研究では月
～金曜日に回答された 1日の生活時間データ
を使う。これは就業しないことが多い土・日
曜日を除くことによって，有償労働時間が他
の活動時間に与える影響をより適切に把握で
きると考えたからである。また，調査回答者
が生活時間の回答日を選ぶことができない調
査設計を考慮すると，「社会生活基本調査」の
平日 1日の生活時間は，調査回答者における
生活時間の日々の変動が平準化された結果と
見なしうるので，平日 1日の時間貧困は 1日
限りの状況ではなく，週の平日 5日間あるい
は月の平日約 20日間における恒常的な状況

を示している可能性がある。本研究では平日
1日単位だけで時間貧困を定義したが，これ
は週や月単位で常態化している可能性がある
ので，上述した月80時間の時間外労働という
「過労死ライン」に相当しうると考えた。
　時間貧困研究で注目されるもう 1つの指標
は所得貧困である。先行研究では両方の貧困
を測定した研究がみられるが，本研究では時
間貧困の測定を主とし，補足的に所得貧困も
併せて検討する。所得貧困の測定については
社会政策や経済学の分野を中心に分厚い研究
蓄積があるが，本研究では，依拠する統計が
「社会生活基本調査」という生活時間統計な
ので，その調査項目の中で所得貧困と関わる
「世帯の年間収入」を使って検討する。所得貧
困を測定する基準として，生活保護基準にお
ける最低生活費を参考にする。「世帯の年間
収入」はカテゴリカル・データなので，未就
学児を持つ夫妻及び母子世帯の最低生活費に
近いカテゴリーとして，300万円未満4）の世帯
を本研究では所得貧困とみなし，時間貧困と
の関係を検討する。
　また，本研究で主に取り上げる生活時間の
行動分類は，「社会生活基本調査」で設定され
ている20分類を組替えた 5分類，つまり「個
人的ケア」，「有償労働」，「無償労働」，「自由時
間」，「その他」5）とし，行動時間量は「主行動」
とする。細かい行動分類ではなく，就業世帯
にとって生活の柱となる 5つの大分類で生活
時間の基本的傾向を把握したい。主行動につ
いては，特に乳幼児の育児では，別の行動を
しながらの育児（例えば自分の食事をとりな
がら子供に食事を与える），子供をそばにお
きながらする行動（例えば子供をそばで遊ば
せている間にする家事）は，育児の主行動に
は含まれない。これらも実質的な育児時間と
みなせば，本研究の対象世帯，特に女性の全
労働時間はさらに長くなることに注意が必要
である。このような「拡大育児時間」を推計し
た研究としては水野谷（2017b）がある。
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　以上の方法により，2011年のデータを中心
に集計し，2001年のデータと比較した経年変
化についても検討する。

5 ．集計結果
　本研究では就業世帯のうち，乳幼児を末子
に持つ就業世帯にターゲットを絞ったので，
乳幼児に限らず「子供」を持つ夫妻と比較し
て，時間貧困がより顕在化している状況を図
1で確認したい。これは平日 1日の生活時間
について家族類型別にまとめたものである。
「夫妻と子供の世帯」と「就業夫妻と末子 6歳
未満の子供がいる世帯」（以下「就業夫妻＋乳
幼児」）を比較すると，全労働時間は前者より
も後者の時間量が長く，その分，「個人的ケ

ア」や「自由時間」が短くなっている。「末子 6

歳未満の子供がいる就業母子世帯」（以下「就
業母子世帯＋乳幼児」）についても同様であ
り，子供の中でも乳幼児を末子に持つ世帯に
時間的な余裕がないことが確認できる。
　表1－1は，全労働時間が12時間超の場合を
時間貧困とした本研究の定義にもとづき，全
労働時間を 3つの階級に分け，夫と妻の同時
分布を「就業夫妻＋乳幼児」についてまとめ
た表である。同時分布をみることで，夫と妻
の対応関係を明確にできる。夫と妻ともに時
間貧困である割合は12％であるが，夫か妻の
どちらかが時間貧困である場合まで広げてみ
ると，その割合は54％にもなり，半数以上の
夫妻が何らかの時間貧困にある状態である。

表1－1　末子 6歳未満の子供を持つ就業夫妻の全労働時間の同時分布，平日，2011年，N＝4112世帯
（単位：％）

夫の全労働時間
12時間超 10～12時間 10時間未満 合計

妻の
全労働
時間

12時間超 11.7 9.9 5.1 26.7

10～12時間 11.6 11.9 6.7 30.2

10時間未満 15.9 14.8 12.5 43.1

合計 39.2 36.6 24.2 100.0

出所：総務省統計局「2011年社会生活基本調査」の筆者による集計

図 1　就業夫妻の行動 5分類別総平均時間，平日，2011年（単位：分）
出所：総務省統計局「2011年社会生活基本調査」の筆者による集計
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表 1－2は「就業母子世帯＋乳幼児」について
の集計であり，時間貧困世帯の割合は28％に
もなる。夫妻世帯にくらべ，夫からのサポー
トが得られない母子世帯でより時間的な余裕
がない状況である。
　次に時間貧困の定義によって，「就業夫妻
＋乳幼児」を 4つ，「就業母子世帯＋乳幼児」
を 2つの類型に分け，それぞれの生活時間を
行動 5 大分類別にまとめたのが図 2 である。
そして行動 5 大分類の集計元になっている，
生活行動 20分類の集計結果が表 2 である。
「就業夫妻＋乳幼児」について本研究では，夫

と妻ともに時間貧困である場合を夫妻「時間
貧困」世帯（以下，類型 1），妻が時間貧困で
夫が非時間貧困を妻「時間貧困」世帯（類型
2），夫が時間貧困で妻が非時間貧困を夫「時
間貧困」世帯（類型 3），夫と妻ともに時間貧
困でない場合を夫妻非「時間貧困」世帯（類
型 4）とした。また，「就業母子世帯＋乳幼児」
では，母親が時間貧困である場合を母親「時
間貧困」世帯（類型 5），母親が非時間貧困で
ある場合を母親非「時間貧困」世帯（類型 6）
とした。
　類型 1は夫妻ともに時間貧困であるが，そ
の全労働時間の中身は対照的である。夫のそ
れは有償労働でほぼ占められているが，妻は
約 4 割の有償労働と 6 割の無償労働で占め
られており，無償労働時間はどの類型よりも
長い。妻は，長時間の有償労働によって時間
貧困に陥っている夫からのサポートを得られ
ず，有償と無償の二重負担で時間貧困となっ
ている。さらに気になるのは，この夫妻の個
人的ケアの時間が時間貧困状態にない夫や妻
（類型 2の夫，類型 3の妻，類型 4の夫妻）よ
りもかなり短いことである。表 2をみると，夫

表1－2　 末子 6 歳未満の子供を持つ就業母子
世帯の全労働時間の分布，平日，
2011年，N＝102世帯

（単位：％）
構成比

母親の
全労働
時間

12時間超 28.4

10～12時間 44.1

10時間未満 27.5

合計 100.0

出所： 総務省統計局「2011年社会生活基本調査」の
筆者による集計

図2　末子 6歳未満の子供を持つ就業世帯の行動5分類別総平均時間，平日，2011年（単位：分）
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表 2　末子 6歳未満の子供を持つ就業世帯の行動20分類別総平均時間・行動者率，2011年，平日

末子 6歳未満の子供を持つ就業夫妻
末子 6歳未満の子
供を持つ就業母子

世帯

類型 1
夫妻「時間貧困」

N＝482世帯

類型 2
妻「時間貧困」

N＝617世帯

類型 3
夫「時間貧困」
N＝1129世帯

類型 4
夫妻非「時間貧困」

N＝1884世帯

類型 5
「時間
貧困」

N＝29世帯

類型 6
非「時間
貧困」

N＝73世帯
夫 妻 夫 妻 夫 妻 夫 妻 母親 母親

総平均時間（分）
　睡眠 396 403 450 404 398 450 464 453 387 451

　身の回りの用事 56 58 70 56 54 86 69 88 48 78

　食事 67 73 87 78 71 97 88 99 78 100

　通勤・通学 78 35 50 33 77 12 48 13 54 42

　仕事 699 257 479 285 722 82 459 105 483 339

　学業 0 1 5 0 0 2 1 2 0 1

　家事 14 230 13 232 6 221 9 212 198 124

　介護・看護 0 6 0 4 0 2 0 3 1 8

　育児 35 272 30 231 15 188 24 157 73 68

　買い物 3 21 7 25 2 33 9 35 16 22

　移動 4 11 23 12 5 36 31 41 10 38

　テレビなど 29 23 73 28 33 78 83 82 40 50

　休養・くつろぎ 40 36 85 38 40 78 86 74 34 76

　学習・研究 2 1 5 1 2 4 5 5 5 5

　趣味・娯楽 6 3 30 4 7 17 28 23 7 11

　スポーツ 1 1 8 1 1 4 7 3 0 0

　ボランティア活動など 2 3 2 2 1 2 1 2 0 1

　交際・付き合い 3 1 13 2 3 22 14 15 0 6

　受診・療養 0 2 6 2 0 10 4 10 0 7

　その他 3 4 5 3 1 17 10 19 8 10

　合計 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

行動者率
　睡眠 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％
　身の回りの用事 93％ 86％ 92％ 88％ 92％ 94％ 94％ 96％ 72％ 95％
　食事 97％ 97％ 99％ 99％ 98％ 99％ 99％ 100％ 93％ 100％
　通勤・通学 94％ 52％ 82％ 55％ 95％ 21％ 78％ 25％ 86％ 75％
　仕事 100％ 57％ 90％ 64％ 100％ 24％ 87％ 30％ 97％ 84％
　学業 0％ 1％ 1％ 1％ 0％ 1％ 1％ 2％ 0％ 1％
　家事 20％ 94％ 19％ 97％ 10％ 95％ 14％ 94％ 97％ 85％
　介護・看護 1％ 6％ 0％ 4％ 1％ 3％ 1％ 4％ 3％ 10％
　育児 33％ 86％ 30％ 86％ 18％ 82％ 25％ 78％ 59％ 60％
　買い物 7％ 37％ 10％ 42％ 5％ 54％ 14％ 56％ 45％ 47％
　移動 10％ 26％ 25％ 27％ 9％ 53％ 30％ 56％ 28％ 56％
　テレビなど 36％ 34％ 54％ 37％ 42％ 63％ 60％ 65％ 52％ 58％
　休養・くつろぎ 53％ 51％ 74％ 55％ 54％ 72％ 72％ 72％ 48％ 77％
　学習・研究 3％ 2％ 6％ 2％ 3％ 4％ 5％ 4％ 10％ 7％
　趣味・娯楽 7％ 6％ 19％ 7％ 9％ 15％ 19％ 19％ 7％ 12％
　スポーツ 1％ 1％ 6％ 2％ 2％ 5％ 6％ 4％ 0％ 1％
　ボランティア活動など 1％ 2％ 1％ 2％ 1％ 2％ 1％ 2％ 0％ 1％
　交際・付き合い 2％ 2％ 6％ 3％ 2％ 16％ 7％ 13％ 0％ 7％
　受診・療養 0％ 2％ 3％ 2％ 1％ 12％ 3％ 11％ 0％ 12％
　その他 5％ 9％ 8％ 7％ 4％ 20％ 10％ 22％ 14％ 18％

出所：総務省統計局「2011年社会生活基本調査」の筆者による集計
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と妻の睡眠時間は 6時間36分と 6時間43分，
食事時間 1時間 7分と 1時間13分である。類
型 2と 3の特徴は，有償労働時間の長さであ
る。特に類型 3の夫の有償労働は13時間を超
え，その内訳は「仕事」に約 12時間，「通勤」
に約 1時間である。恐らくは，長時間労働の
夫を支えるために有償労働を諦めている専業
主婦モデルがここに該当すると思われる。類
型 4 は夫妻ともに時間貧困ではないので，
「自由時間」や「個人的ケア」の行動時間が他
の類型に比べて長い。例えば，「テレビなど」
は夫妻共に 80分台であるが，類型 1の夫妻
（共に 20分台）と比べるとその差は歴然であ
る。類型 5の母親は全労働時間がすべての類
型の中で最も長い。夫妻に比べて配偶者のサ
ポートを受けられないために，時間貧困状況
が最も深刻になっていると推測される。その
帰結として個人的ケア時間がどの類型よりも
短くなっており，睡眠時間は全体で最短とな
る 6時間27分である。
　類型にかかわらない特徴としては，表 2の
総平均時間や行動者率からみて，無償労働に
対する夫の参加の圧倒的な低さ，自由時間の
大半が「テレビなど」と「休養・くつろぎ」と
いった受動的な活動に留まっていることが指
摘できる。
　次に，時間貧困の 6つの世帯類型ごとに所

得貧困の状況をみる。「就業夫妻世帯＋乳幼
児」（類型 1～4）についてまとめた表 3－1を
みると，全世帯のうち「所得貧困率」は12％
であり，これを基準に考えると，世帯類型別
では，類型 4の割合が16％と高く，類型 1の
割合が 6％と最も低い。4つの世帯類型の中
で，類型 1 の有償労働時間がもっとも長く，
類型 4のそれがもっとも短いことを考えると，
長時間の有償労働から得られる所得によって
類型 1の「所得貧困率」が相対的に低いのに
対し，十分な有償労働時間を必ずしも確保で
きていない類型 4で「所得貧困率」が相対的
に高まっているのかもしれない。類型 1～3

の「時間貧困」世帯の中で 1 割弱とは言え，
時間貧困と所得貧困の二重の貧困に苦しんで
いる世帯が存在することは憂慮される問題で
ある。「就業母子世帯＋乳幼児」（類型 4～5）
の表3－2をみると，その状況はさらに深刻で
ある。時間貧困である29世帯中，所得貧困で
もある世帯が18世帯，62％にもなる。そもそ
も，「就業母子世帯＋乳幼児」全体で所得貧困
は 83％と高率であること自体が問題である
が，「就業母子世帯＋乳幼児」が時間貧困と所
得貧困の両方に苦しんでいる状況が明らかで
ある。
　最後に，時間貧困における状況の経年変化
をみるために，2011年と 2001年の指標を比

表3－1　時間貧困類型，世帯収入別にみた末子 6歳未満の子供を持つ就業夫妻世帯の分布，平日，2011年
（単位：世帯，％）

世帯数 世帯構成比
所得貧困
世帯数

所得貧困率

⑴ ⑴ /⑶ ⑵ ⑵ /⑴
「時間貧困」世帯（類型 1～3の合計） 2228 54.2 190 8.5

　夫妻「時間貧困」（類型 1） 482 11.7 28 5.8

　妻「時間貧困」（類型 2） 617 15.0 60 9.7

　夫「時間貧困」（類型 3） 1129 27.5 102 9.0

夫妻非「時間貧困」世帯（類型 4） 1884 45.8 307 16.3

合計⑶ 4112 100.0 497 12.1

注 1：所得貧困の定義は世帯の年間収入が300万円未満である。
出所：総務省統計局「2011年社会生活基本調査」の筆者による集計
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較する。もちろん，この 2時点だけをもって
経年変化とみなすことには慎重でなければな
らないが，「社会生活基本調査」の実施が5年
に 1度であり，10年というより長期の傾向を
検討したい。図 3－1は，「就業夫妻＋乳幼児」
世帯について 4 つの時間貧困類型の構成比
を，2001年と 2011年で比較したものである。
ただし，類型 4については，所得貧困の有無
でさらに分けた。これは，類型 1～3の他に，
類型 4のうち時間貧困ではないが所得貧困の
割合も加えることによって，時間貧困と所得
貧困のいずれか一方に該当する世帯，つまり

広義の「貧困世帯」を捉えるためである。棒グ
ラフの下から 3つの分類が時間貧困の類型 1

～3 に対応する。 3 つの合計値は 2001年で
44％であったのが，2011年では各類型の割合
がほぼ同程度増加し，全体では 54％になっ
た。また，上述の「貧困世帯」の割合は，2001

年に 58％であったのが，2011年には 62％に
上昇した。
　図 3－2は「就業母子世帯＋乳幼児」につい
て時間貧困と所得貧困で分類した構成比をま
とめたものである。棒グラフの下から 2つの
分類が時間貧困に対応する。この割合は2001

表3－2　時間貧困類型，世帯収入別にみた末子6歳未満の子供を持つ就業母子世帯の分布，平日，2011年
（単位：世帯，％）

世帯数 世帯構成比 所得貧困世帯数 所得貧困率
⑴ ⑴ /⑶ ⑵ ⑵ /⑴

「時間貧困」（類型 5） 29 28.7 18 62.1

「非時間貧困」（類型 6） 72 71.3 66 91.7

合計⑶ 101 100.0 84 83.2

注 1： 所得貧困の定義は世帯の年間収入が300万円未満である。また，世帯数合計が101で他の図表で示している
合計数の102と異なるが，これは集計対象の102世帯の中で 1世帯が世帯収入を回答していなかったため
である。

出所：総務省統計局「2011年社会生活基本調査」の筆者による集計

図3－1　 末子 6歳未満の子供を持つ就業夫妻世帯の時間貧困類型別構成比，平日，
2001年・2011年

出所：総務省統計局「2011年社会生活基本調査」の筆者による集計
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年に 25％だったのが 2011年には 29％に上昇
した。また母子世帯の特徴として，時間貧困
ではないが，所得貧困に陥っている世帯割合
が6割以上存在する。これをふくめて広義の
「貧困世帯」でみると，2001年の 87％から
2011年に94％に増加した。

6 ．結論
　本研究では，乳幼児を末子に持つ夫妻及び
母子の就業世帯に対象を絞り，世帯調査であ
る「社会生活基本調査」の特性を活かして，同
一世帯内の夫と妻あるいは母子世帯の母親の
全労働時間を集計することによって，時間貧
困の状況を検討した。その結果，以下の点が
明らかになった。
　第 1に，時間貧困に該当する世帯が多い点
である。本研究の時間貧困の定義は 1日の全
労働時間が12時間超の場合であり，これをも
し週 5日，月 20日間続けると，「過労死ライ
ン」に相当するレベルの過重労働である。「就
業夫妻＋乳幼児」世帯の場合，夫と妻ともに
時間貧困である割合は，全体の 1 割を超え，
夫か妻のどちらかが時間貧困である場合まで

をふくめると，その割合は過半数を超える。
　第 2に，時間貧困に陥る世帯には，夫が長
時間の有償労働に従事し，妻が有償と無償労
働を二重に負担するジェンダー構造が深く関
わっている点である。時間貧困に陥る夫の全
労働時間は有償労働でほぼ占められるのに対
し，その妻は有償労働を増やせば無償労働と
の二重負担で自らも時間貧困となるか（類型
1と 2），夫の「超」長時間有償労働を補完す
るように自らは時間貧困とはならずとも，有
償労働を短くして世帯の無償労働を一手に引
き受けている（類型 3）。
　第 3に，ほとんどの「就業母子世帯＋乳幼
児」が時間貧困と所得貧困のいずれかの貧困
に直面している点である。従来研究において
日本の母子世帯の所得貧困が指摘されており，
本研究でも「母子世帯＋乳幼児」の所得貧困
は 8割を超えていた。さらに，所得貧困と時
間貧困の両方に該当する世帯は全体の 2割弱
であり，「就業夫妻＋乳幼児」世帯よりも高い。
所得貧困か時間貧困のどちらかの貧困に該当
する割合は 9割を超える。
　第 4に，「就業夫妻＋乳幼児」世帯と「就業

図3－2　 末子 6歳未満の子供を持つ就業母子世帯の母親の時間貧困類型別構成比，
平日，2001年・2011年

出所：総務省統計局「2011年社会生活基本調査」の筆者による集計
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母子世帯＋乳幼児」世帯ともに，2011年の時
間貧困率が，2001年と比べると，横ばいかむ
しろ微増している点である。時間貧困か所得
貧困のいずれかに該当する広義の「貧困世
帯」でみた場合でも同じ傾向である。この期
間において時間貧困の状況が改善されてこな
かった可能性が高い。
　以上，従来の時間貧困研究では明らかにさ

れてこなかった点を指摘することができた。
しかし，本研究における時間貧困及び所得貧
困の定義と統計研究は 1 つの試みであるの
で，多様な定義による検討とその統計分析を
さらに展開する必要がある。また，研究対象
も限られているので，他の就業世帯の類型に
広げた研究も今後に残された課題である。
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注

1） ある対象者が実際に費やした自由時間（free time）をそのまま使う場合と，1日24時間から生理的
活動，無償労働や有償労働等を差し引いて残った時間（leisure time, discretionary time）を使う場合
とがある。

2） 全労働時間という考え方は新しいものではなく，国内では，家政学分野における生活時間研究で
早くから提起されてきた概念であり，そこでは夫妻世帯による全労働時間が分析された（例えば，
稲葉  1955，伊藤他  1984）。国外でも「Total work time」という同じ概念による研究が特に社会学分
野で蓄積されてきた（例えばRobinson and Godbey 1999, Gershuny 2000, Burda et al. 2013）。本研究
の夫妻分析は特に国内の先行研究を参考にしている。

3） 本研究の分析単位は世帯であるが，提供された2011年データには世帯乗率がないため，本研究で
は乗率を用いずに集計・分析する。

4） 最低生活費は，世帯構成，世帯員の数や年齢，居住地などによって水準が異なるが，例えば，2011
年度の「最低生活保障水準の具体的事例」（生活扶助と住宅扶助の合計額）によれば，本研究のター
ゲットに近い事例をみると，居住地によって幅があるが，4人世帯（40歳，35歳，7歳，5歳）の
場合は年間256～350万円，母子世帯（30歳，4歳，2歳）の場合は年間231～316万円である（厚生
労働省  2011）。これを参考に非常に大雑把ではあるが，本研究では所得貧困を300万円未満に設定
した。

5） 20から 5分類への組替えは，ⅰ「個人的ケア」に①睡眠，②身の回りの用事，③食事，④受診・療
養，ⅱ「無償労働」に⑤家事，⑥介護・看護，⑦育児，⑧買い物，⑨ボランティア活動・社会参加
活動，ⅲ「有償労働」に⑩仕事，⑪通勤・通学，ⅳ「自由時間」に⑫テレビ・ラジオ・新聞・雑誌，
⑬休養・くつろぎ，⑭学習・自己啓発・訓練（学業以外），⑮趣味・娯楽，⑯スポーツ，⑰交際・
付き合い，ⅴ「その他」に⑱学業，⑲移動（通勤・通学を除く），⑳その他，とした。なお，この 5
分類は「社会生活基本調査」の「詳細行動分類」の大分類を参考にした。
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Time poverty of working married couples and single  
mothers with infant（s） in Japan

Takeshi MIZUNOYA＊

Summary

　The purpose of this study is to examine the time poverty of working parents, both married couples and 

single mothers, with infant（s）, by using the microdata of the 2001 and 2011 Survey on Time Use and Lei-

sure Activities in Japan. The study regards parents as having time poverty when their total time of paid and 

unpaid work in a weekday exceeds 12 hours. It analyzes the distribution of time poverty parents, their time 

use, and the relation between time and income poverty. The following results were obtained. In 12％ of the 

married couples, both husband and wife are time poor; in 54％ of the couples, either the husband or wife is 

time poor. 28％ of the single mothers are time poor, and most of them are income poor. These rates are not 

improved when data between 2001 and 2011 are compared. The future direction of this study will be to ex-

amine various types of time poverty definitions and working parents.

Key Words

time poverty, married couples, single mothers, total work time, time use survey
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3－6　掲載証明
　掲載が決定した原稿の「受理証明書」は学会長が交付する。

４．著作権
4－1　本誌の著作権は本会に帰属する。
4－2 　本誌に掲載された記事の発行時に会員であった執筆者もしくはその遺族がその単著記
事を転載するときには，出所を明示するものとする。また，その共同執筆記事の転載を希
望する場合には，他の執筆者もしくはその遺族の同意を得て，所定の書面によって本会に
申し出なければならない。

4－3 　前項の規定にもかかわらず，共同執筆者もしくはその遺族が所在不明のため，もしくは
正当な理由によりその同意を得られない場合には，本会が承認するものとする。

4－4 　執筆者もしくはその遺族以外の者が転載を希望する場合には，所定の書面によって本会
に願い出て，承認を得なければならない。

4－5 　4－4項にもとづく転載にあたって，本会は転載料を徴収することができる。
4－6 　会員あるいは本誌に掲載された記事の発行時に会員であった執筆者が記事をウェブ転
載するときには，所定の書類によって本会に申し出なければならない。なお，執筆者が所
属する機関によるウェブ転載申請については，本人の転載同意書を添付するものとする。
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4－7 　会員以外の者，機関等によるウェブ転載申請については，前号を準用するものとする。
4－8 　転載を希望する記事の発行時に，その執筆者が非会員の場合には，4－4，4－5項を準用する。

1997年 7月27日制定（2001年 9月18日，2004年 9月12日，2006年 9月16日，2007年
9月15日，2009年 9月 5日，2012年 9月13日，2016年 9月12日一部改正）



機関誌『統計学』の編集・発行について

『統計学』編集委員会

　みなさまからの投稿を募集しています。ぜひ研究成果の本誌上での発表をご検討ください。

1． 原稿は編集委員長宛に送付して下さい（下記メールアドレス）。
2． 投稿は常時受け付けています。  
　なお，書評，資料および海外統計事情等の分類の記事については調整が必要になることもありま
すので念のため事前に編集委員長に照会して下さるようお願いします。

3． 次号以降の発行予定日は次のとおりです。  
　第120号：2021年 3月31日  
　第121号：2021年 9月30日 

4． 原則として，すべての投稿が審査の対象となります。投稿に際しては，「投稿規程」，「執筆要綱」，お
よび「査読要領」の確認をお願いします。最新版は，本学会の公式ウェブサイト（http://www.jsest.
jp/）を参照して下さい。

　投稿，編集委員会についての問い合わせや執筆の推薦その他とも，下記編集委員長のメールアドレス
宛に送付して下さい。

editorial@jsest.jp

編集後記
　投稿者のみなさま，そしてお忙しい中快く論文の審査をお引き受けいただきました査読者のみなさまに改めて
お礼申し上げます。編集委員会の活動にご理解ご協力ありがとうございました。 （小林良行　記）



創刊のことば
　社会科学の研究と社会的実践における統計の役割が大きくなるにしたがって，統計にかんす
る問題は一段と複雑になってきた。ところが統計学の現状は，その解決にかならずしも十分で
あるとはいえない。われわれは統計理論を社会科学の基礎のうえにおくことによって，この課
題にこたえることができると考える。このためには，われわれの研究に社会諸科学の成果をと
りいれ，さらに統計の実際と密接に結びつけることが必要であろう。
　このような考えから，われわれは，一昨年来経済統計研究会をつくり，共同研究を進めてき
た。そしてこれを一層発展させるために本誌を発刊する。
　本誌は，会員の研究成果とともに，研究に必要な内外統計関係の資料を収めるが同時に会員
の討論と研究の場である。われわれは，統計関係者および広く社会科学研究者の理解と協力を
えて，本誌をさらによりよいものとすることを望むものである。
　　　　　1955年 4月

経 済 統 計 研 究 会

経 済 統 計 学 会 会 則
第 1条　本会は経済統計学会（JSES：Japan Society of Economic Statistics）という。
第 2条　本会の目的は次のとおりである。

1．社会科学に基礎をおいた統計理論の研究　　 2．統計の批判的研究
3．すべての国々の統計学界との交流　　　　　 4．共同研究体制の確立

第 3条　本会は第 2条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。
1．研究会の開催　　 2．機関誌『統計学』の発刊
3．講習会の開催，講師の派遣，パンフレットの発行等，統計知識の普及に関する事業
4．学会賞の授与　　 5．その他本会の目的を達成するために必要な事業

第 4条　本会は第 2条に掲げる目的に賛成した以下の会員をもって構成する。
⑴　正会員　　⑵　院生会員　　⑶　団体会員
2　入会に際しては正会員 2名の紹介を必要とし，理事会の承認を得なければならない。
3　会員は別に定める会費を納入しなければならない。

第 5条　本会の会員は機関誌『統計学』等の配布を受け，本会が開催する研究大会等の学術会合に参加すること
ができる。

2　前項にかかわらず，別に定める会員資格停止者については，それを適応しない。
第 6条　本会に，理事若干名をおく。

2　理事から組織される理事会は，本会の運営にかかわる事項を審議・決定する。
3　全国会計を担当する全国会計担当理事 1名をおく。
4　渉外を担当する渉外担当理事 1名をおく。

第 7条　本会に，本会を代表する会長 1名をおく。
2　本会に，常任理事若干名をおく。
3　本会に，常任理事を代表する常任理事長を 1名おく。
4　本会に，全国会計監査 1名をおく。

第 8条　本会に次の委員会をおく。各委員会に関する規程は別に定める。
1．編集委員会　　　　　　　　　　 2．全国プログラム委員会　　 3．学会賞選考委員会
4．ホームページ管理運営委員会　　 5．選挙管理委員会

第 9条　本会は毎年研究大会および会員総会を開く。
第10条　本会の運営にかかわる重要事項の決定は，会員総会の承認を得なければならない。
第11条　本会の会計年度の起算日は，毎年 4月 1日とする。

2　機関誌の発行等に関する全国会計については，理事会が，全国会計監査の監査を受けて会員総会に報告し，
その承認を受ける。

第12条　本会会則の改正，変更および財産の処分は，理事会の審議を経て会員総会の承認を受けなければならない。
付　則　 1．本会は，北海道，東北・関東，関西，九州に支部をおく。

2．本会に研究部会を設置することができる。
3．本会の事務所を東京都文京区音羽1－6－9　㈱音羽リスマチックにおく。

1953年10月 9日（2016年 9月12日一部改正［最新］）
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